
◎
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
四
月
一
八
日
法
律
第
一
六
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
三
月
二
六
日
・
衆
議
院
経
済
産
業
委

員
会

）

○
甘
利
国
務
大
臣

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
経
済
は
、
人
口
減
少
や
国
際
競
争
の
激
化
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま

な
成
長
制
約
要
因
を
抱
え
て
い
る
中
で
、
知
的
財
産
権
の
創
造
、
保
護
、

活
用
の
好
循
環
の
加
速
化
に
よ
り
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
一
層
促
進
し
、
中

長
期
的
な
生
産
性
の
向
上
を
通
じ
て
産
業
競
争
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
が

急
務
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
、
よ
り
利
便
性
の
高

い
知
的
財
産
権
制
度
を
実
現
す
る
た
め
、
知
的
財
産
権
の
戦
略
的
な
活
用

及
び
適
正
な
保
護
を
図
る
観
点
か
ら
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
要
旨
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
特
許
成
立
前
の
出
願
段
階
に
お
け
る
ラ
イ
セ
ン
ス
を
保
護
す

る
た
め
の
登
録
制
度
を
新
た
に
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
発
明
の
よ
り
早

期
の
活
用
に
資
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、
通
常
実
施
権
の
登
録
制
度

に
つ
い
て
、
非
開
示
と
す
る
ニ
ー
ズ
が
強
い
登
録
事
項
の
開
示
を
一
定
の

利
害
関
係
人
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
録
制
度
の
活
用
を
促
進
し
、

通
常
実
施
権
者
の
一
層
の
保
護
を
図
り
ま
す
。

第
二
に
、
拒
絶
査
定
を
受
け
た
出
願
人
に
不
服
審
判
請
求
の
当
否
判
断

の
た
め
の
十
分
な
時
間
を
確
保
す
る
た
め
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
等
の
請

求
期
間
を
拡
大
し
ま
す
。

第
三
に
、
中
小
企
業
等
の
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
及
び
特
許
特
別
会
計
に
お

け
る
財
務
状
況
の
中
長
期
的
な
見
通
し
等
を
踏
ま
え
、
特
許
料
及
び
商
標

の
設
定
登
録
料
等
の
引
き
下
げ
を
行
い
ま
す
。

そ
の
他
、
優
先
権
書
類
の
電
子
的
交
換
の
対
象
国
の
拡
大
、
料
金
納
付

の
口
座
振
替
制
度
の
導
入
と
い
っ
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。以

上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
四
月
三
日
）

○
東
順
治
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

経
済
産
業
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
七



本
案
は
、
企
業
に
お
け
る
戦
略
的
な
知
的
財
産
権
の
活
用
を
促
進
す
る

観
点
か
ら
、
通
常
実
施
権
等
に
係
る
登
録
制
度
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も

に
、
迅
速
か
つ
適
正
な
権
利
の
保
護
の
た
め
の
環
境
整
備
を
図
る
必
要
性

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
拒
絶
査
定
不
服
審
判
請
求
期
間
の
延
長
並
び
に
特
許

及
び
商
標
に
係
る
料
金
の
引
き
下
げ
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
委
員
会
に
お
い
て
は
、
三
月
二
十
六
日
甘
利
経
済
産
業
大
臣
か
ら
提

案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
に
入
り
、
四
月
二
日
質
疑
を
終
了

い
た
し
ま
し
た
。
質
疑
終
局
後
、
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
本
案
は
全
会
一

致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
経
済
産
業
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
四
月
一
一
日
）

○
渡
辺
秀
央
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
知
的
財
産
権
の
戦
略
的
な
活
用
及
び
適
正
な
保
護
を
図

る
た
め
、
通
常
実
施
権
に
つ
い
て
の
登
録
制
度
の
見
直
し
、
拒
絶
査
定
に

対
す
る
不
服
審
判
の
請
求
期
間
の
拡
大
、
特
許
・
商
標
関
係
料
金
の
引
下

げ
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
我
が
国
の
知
的
財
産
の
戦
略
的
活
用
を
促

す
た
め
の
施
策
、
特
許
出
願
段
階
に
お
け
る
ラ
イ
セ
ン
ス
保
護
の
重
要

性
、
特
許
制
度
の
国
際
的
調
和
に
向
け
た
取
組
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
八


